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(57)【要約】
【課題】熱硬化性樹脂を使用したプレコートアルミニウ
ム板において、沸騰塩素系洗浄剤中で、皮膜の溶解、剥
離、変色、くっつき等が生じることのない、洗浄工程で
の皮膜の耐久性に優れたプレコートアルミニウム板を提
供する。さらに、絞り加工が行われた場合においても、
フィルムラミネート材と遜色のない高い成形性や、優れ
た外観性状を兼ね備えたプレコートアルミニウム板を提
供する。
【解決手段】アルミニウム板２の表面に、分子間架橋さ
れたベース樹脂４と、微粒子５と、を含むプレコート皮
膜３が形成されたプレコートアルミニウム板１であって
、プレコート皮膜３は、ゲル分率が５０％以上であり、
かつ、表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、０．２５
μｍ以上であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム板の表面に、分子間架橋されたベース樹脂と、微粒子と、を含むプレコー
ト皮膜が形成されたプレコートアルミニウム板であって、
　前記プレコート皮膜は、ゲル分率が５０％以上であり、かつ、表面粗さが、算術平均粗
さ（Ｒａ）で、０．２５μｍ以上であることを特徴とするプレコートアルミニウム板。
【請求項２】
　前記微粒子は、無機微粒子、または、架橋された有機微粒子であることを特徴とする請
求項１に記載のプレコートアルミニウム板。
【請求項３】
　前記微粒子は、架橋された球状の有機微粒子であることを特徴とする請求項１に記載の
プレコートアルミニウム板。
【請求項４】
　前記ベース樹脂は、ガラス転移温度が２５～６５℃のポリエステル樹脂を、メラミン系
硬化剤、または、イソシアネート系硬化剤にて架橋反応させた架橋ポリエステル樹脂であ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のプレコートアルミニ
ウム板。
【請求項５】
　前記ポリエステル樹脂は、ガラス転移温度が３５～６０℃であることを特徴とする請求
項４に記載のプレコートアルミニウム板。
【請求項６】
　前記プレコート皮膜の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、０．２５～０．５５μｍ
であることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載のプレコートアル
ミニウム板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に産業用電子機器、民生用電子機器、自動車用電装品等に使用される、ア
ルミニウム板を素材としたプレコートアルミニウム板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルミニウムは、比重が小さい、熱伝導性が良い等、様々な特長があるため、種々の用
途に用いられている。このアルミニウムは、自然環境では耐食性に優れるため、腐食防止
のための表面処理を行わない場合も少なくないが、近年では、機能付与を目的とした表面
処理を行う場合が増えている。例えば、ノートパソコンや薄型テレビ、カーステレオ等、
軽さが必要となる用途において、アルミニウム板を素材とし、このアルミニウム板に予め
機能性皮膜（プレコート皮膜）を設けたプレコートアルミニウム板の採用が増えている。
プレコートアルミニウム板を利用すると、事前に表面処理がされていないアルミニウム板
を、プレス成形後に個別に表面処理するアフターコート法に比べ、生産性やコストに優れ
るという利点がある。
【０００３】
　また、ノートパソコンに搭載されるスリム型の光ディスクドライブ装置のカバー等では
、（１）潤滑性（プレス油を洗浄する工程を省略して製造コストを下げるために、洗浄の
不要な速乾性プレス油での連続成形を可能とするのがねらい）、（２）耐疵付き性・耐指
紋性（外観品質を向上させるのがねらい）、（３）導電性（帯電防止やアースを確保する
のがねらい）等が要求される。これらの要求を満たすプレコートアルミニウム板の例とし
て、例えば、特許文献１には、所定の算術平均粗さＲａを有するアルミニウム板の少なく
とも一面に、所定の耐食性皮膜と所定の樹脂皮膜とを形成し、その表面抵抗値を規定する
ことで導電性を向上させつつ、その他の要求性能も満足した電子機器用アルミニウム板が
開示されている。
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【０００４】
　また、スロットインタイプの光ディスクドライブに使用されるカバーの内面は、光ディ
スクを出し入れする際にディスクと直接摩擦が生じるため、摩擦によってディスクに疵を
与えない特性が求められる。そこで、光ディスクドライブの中でも、スロットインタイプ
の光ディスクドライブへの適用を想定した発明として、例えば、特許文献２には、プレコ
ート皮膜中に所定の硬さの軟質ビーズを添加し、皮膜にクッション性を持たせることによ
って、光ディスクの表面に疵を与えることを防ぐ性能を満足させたプレコートアルミニウ
ム金属板が開示されている。
【０００５】
　ところで、特許文献１や特許文献２で想定する光ディスクドライブ装置等の民生用電子
機器の筐体類（カバー等）は、アルミニウム板を９０度曲げ加工にて箱型形状に成形した
ものが適用されてきた。曲げ加工により箱型筐体を製作する技術は、コイル状の板を使用
し、順送金型による連続成形が可能であり、また、速乾性プレス油を使用した連続成形技
術も確立していることから、プレス成形後の洗浄工程も不要であり、生産性に優れた方法
といえる。しかし一方で、曲げ加工で製作した筐体は、側壁部のコーナーに隙間が必ず存
在するため、筐体に密閉性が必要となる場合には、以下のような課題が生じる。
【０００６】
　筐体に、高い密閉性が要求される例としては、例えばエンジンルーム等の過酷な環境に
設置される自動車制御用電装品（ＥＣＵ等の制御装置やハイブリッド車・電気自動車の電
池、インバーター類等）等が考えられ、これらでは、筐体内部の密閉性を保つことができ
ないと、水分やオイル類、砂埃等が筐体内部に侵入し、故障の原因となるおそれがある。
また、リチウムイオン電池や電解コンデンサーのケースにもアルミニウム板の成形品が使
用されているが、これらのように、内部に電解液等の液体物を入れて使用する用途では、
液漏れを防ぐためにも、ケースには高い密閉性が要求される。さらに、家庭等の室内で利
用される民生用電子機器でも、カバーの密閉性を高めることで、電磁波シールド性を高め
ることが期待できる。これらのように、密閉性の高い筐体を製作するためには、曲げ加工
よりも絞り加工によって、隙間のない箱型筐体に成形する方法が有利である。なお、図３
（ａ）に、曲げ加工による箱型筐体の模式図、（ｂ）に、絞り加工による箱型筐体の模式
図を示す。
【０００７】
　ここで、これらの筐体類にプレコートアルミニウム板を適用する際、素材であるアルミ
ニウム板はもとより、プレコート皮膜にも、絞り加工に伴う大きな変形に追随することが
求められる。以下に絞り加工を想定した発明に関する文献として、特許文献３と特許文献
４を例示する。
　絞り加工に伴うプレコート皮膜の大きな変形を想定したプレコートアルミニウム板とし
て、例えば、特許文献３には、アルミニウム板の表面に形成された熱硬化樹脂の分子間架
橋状態として、プレコート皮膜のゲル分率の値を２２０℃の加熱処理を行った前後で比較
した場合に、当該加熱処理後のゲル分率の値が、前記加熱処理前のゲル分率の値から連続
的に減ずるようにし、２２０℃の前記加熱処理を１０分間行った時点における当該加熱処
理前のゲル分率の値からの減少幅が１０％未満であるように制御することによって、高い
絞り成形性を満足させたプレコートアルミニウム板が開示されている。
【０００８】
　前記に挙げたプレコートアルミニウム材以外の技術としては、電解コンデンサーのケー
スでは、加工性に優れた熱可塑性樹脂フィルムをラミネートしたフィルムラミネートアル
ミニウム板が使用されている。フィルムラミネートアルミニウム板は、皮膜を構成する樹
脂の分子が架橋されていないため、皮膜は大きな変形が可能であり、絞り加工に対しては
有利な特性を有する。また、それらの中には、塩素系溶剤での洗浄薬剤耐久性を高めたも
のも存在する。例えば、特許文献４には、アルミニウム板の表面に設けられる熱可塑性樹
脂フィルムと、この熱可塑性樹脂フィルムの表面に設けられる熱硬化性樹脂塗膜層とを備
えることで、成形加工性を維持しつつ、樹脂塗膜層の変色の防止等を図った電子部品ケー
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ス用樹脂被覆積層アルミニウム板が開示されている。また、熱可塑性樹脂フィルムとして
は、ナイロン等のポリアミド系樹脂や、ＰＥＴ等の飽和ポリエステル系樹脂を使用するこ
とが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－３１３６８４号公報（段落００２０～００５０）
【特許文献２】特許第４１３４２３７号公報（段落００２４～００４２）
【特許文献３】特開２００６－３０５８４１号公報（段落００２４～００５１）
【特許文献４】特許第４００３９１５号公報（段落００１７～００２９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来の技術においては、以下に示すような問題点を有している。
　特許文献１および特許文献２に記載の発明は、その用途として光ディスクドライブを想
定した発明であるため、前記の通り、曲げ加工による筐体製作を前提とした発明と考えら
れる。曲げ加工の場合、前記したように、速乾性プレス油による成形のみを想定している
と思われるため、沸騰塩素系洗浄薬剤での耐久性は考慮されていないと考えられる。
【００１０】
　特許文献３に記載の発明は、絞り加工を想定したものである。アルミニウム板の変形量
が大きい絞り加工においては、前記曲げ加工の場合に記載したような、速乾性プレス油を
使用した連続成形技術が十分に確立されていない。そのため、高粘度の防錆油やエマルジ
ョン型のワックスを使用して成形した後、洗浄剤を用いて不要なプレス油や磨耗粉の除去
を行う方法が依然として多く採用されている。このような方法では、プレコート皮膜は、
大きな変形に追従できる成形性を満足するだけでは不十分であり、洗浄工程で使用される
薬剤に対して、皮膜の溶解、剥離、変色、くっつきといった問題が生じない、洗浄工程で
の皮膜の耐久性が不可欠となる。ここで、洗浄工程の中でも、トリクレン等の塩素系溶剤
の沸騰液に浸漬させるような過酷な洗浄方法を行う場合には、特許文献３に記載の技術で
は、成形品の皮膜の溶解、剥離、変色、くっつき等が発生して、外観不良の原因となる場
合がある。
【００１１】
　特許文献４に記載されているような、熱可塑性樹脂をベース樹脂としてフィルム作製し
、このフィルムをアルミニウム板の表面にラミネートしたフィルムラミネート材は、熱可
塑性樹脂フィルムを使用するため、耐熱性については自ずと限界がある。例えば、ナイロ
ンに代表されるポリアミド系の熱可塑性樹脂をベース樹脂にする場合は、アルミニウム板
との密着性は良く、優れた成形性も得られるが、高温環境では比較的短時間で、熱により
ベース樹脂が黄変色あるいは褐変色しやすいという問題がある。さらに、ＰＥＴ等の飽和
ポリエステル系の熱可塑性樹脂をベース樹脂にする場合は、アルミニウム板との密着性は
良く、優れた成形性を示し、高温環境でも、容易にはベース樹脂が熱変色しない特長があ
るが、ベース樹脂は加水分解し易いため、高温湿潤雰囲気下での耐久性に劣る傾向がある
。
【００１２】
　その他、ポリエチレンやポリプロピレンに代表されるポリオレフィン系の樹脂をベース
樹脂にすると、ベース樹脂は原則炭素と水素だけから構成されており、窒素や酸素が含ま
れない。従って水酸基やカルボキシル基、エステル結合、イソシアネート基、ウレタン結
合、アミノ基、アミド結合といった官能基や化学結合の起点が無く、アルミニウム板との
接着性に劣ることとなる。
【００１３】
　そのため、フィルムラミネート材よりも耐熱耐久性の高い熱硬化性樹脂を使用したプレ
コートアルミニウム板であって、プレス成形後にプレス油や磨耗粉等を洗浄剤中にて洗浄
除去する工程の際に、洗浄能力の高い沸騰塩素系洗浄剤中で洗浄する場合においても、プ
レコート皮膜の溶解、剥離、変色、くっつき等の表面異常となることを防止できる、洗浄
工程での皮膜の耐久性に優れたプレコートアルミニウム板の開発が望まれている。さらに
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、洗浄工程での皮膜の優れた耐久性に加え、絞り加工における成形性に優れると共に、ア
ルミニウム板のもつ美しい光沢外観を損なわないプレコートアルミニウム板が、より望ま
れている。
【００１４】
　本発明は前記課題に鑑みてなされたものであり、熱硬化性樹脂を使用したプレコートア
ルミニウム板において、沸騰塩素系洗浄剤中で、皮膜の溶解、剥離、変色、くっつき等が
生じることのない、洗浄工程での皮膜の耐久性に優れたプレコートアルミニウム板を提供
することを目的とする。
　さらに、より望ましい形態として、洗浄工程での皮膜の耐久性に優れると共に、絞り加
工が行われた場合においても、フィルムラミネート材と遜色のない高い成形性や、優れた
外観性状を兼ね備えたプレコートアルミニウム板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１に係るプレコートアルミニウム板は、アルミニウム板の表面に、分子間架橋さ
れたベース樹脂と、微粒子と、を含むプレコート皮膜（以下、適宜、皮膜という）が形成
されたプレコートアルミニウム板であって、前記プレコート皮膜は、ゲル分率が５０％以
上であり、かつ、表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、０．２５μｍ以上であることを
特徴とする。
【００１６】
　このような構成によれば、プレコート皮膜のゲル分率が５０％以上であることにより、
プレコート皮膜の架橋密度が高くなり、プレコート皮膜中に添加した微粒子が洗浄工程で
脱落するのを防止することができる。また、耐薬品性、耐熱性、耐加水分解性等が向上し
、また、洗浄工程での皮膜の耐久性が向上する。さらに、微粒子を添加することで、プレ
コート皮膜の表面粗さ（算術平均粗さ（Ｒａ））が制御され、この表面粗さＲａが０．２
５μｍ以上であることにより、プレコート皮膜の表面粗さが十分に大きなものとなり、沸
騰塩素系洗浄剤中における皮膜同士のくっつきが抑制される。
【００１７】
　請求項２に係るプレコートアルミニウム板は、前記微粒子が、無機微粒子、または、架
橋された有機微粒子であることを特徴とする。
　このような構成によれば、ベース樹脂を架橋反応させる際の熱によって、微粒子が溶融
することがなく、プレコート皮膜の表面粗さＲａを制御しやすくなる。
【００１８】
　請求項３に係るプレコートアルミニウム板は、前記微粒子が、架橋された球状の有機微
粒子であることを特徴とする。
　このような構成によれば、プレコート皮膜の凸部の形態が滑らかとなり、プレス成形用
金型の負担が軽減する。
【００１９】
　請求項４に係るプレコートアルミニウム板は、前記ベース樹脂が、ガラス転移温度が２
５～６５℃のポリエステル樹脂を、メラミン系硬化剤、または、イソシアネート系硬化剤
にて架橋反応させた架橋ポリエステル樹脂であることを特徴とする。
　請求項５に係るプレコートアルミニウム板は、前記ポリエステル樹脂が、ガラス転移温
度が３５～６０℃であることを特徴とする。
　これらのような構成によれば、皮膜が適度に柔軟となり、プレコートアルミニウム板の
絞り成形性が向上する。
【００２０】
　請求項６に係るプレコートアルミニウム板は、前記プレコート皮膜の表面粗さが、算術
平均粗さ（Ｒａ）で、０．２５～０．５５μｍであることを特徴とする。
　このような構成によれば、プレコート皮膜の表面における可視光の乱反射が抑制され、
プレコート皮膜が艶消し状態になることが抑制される。なお、ここでの艶消し状態とは、
素材であるアルミニウム板の持つ艶が失われることをいう。
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【発明の効果】
【００２１】
　本発明の請求項１に係る発明によれば、過酷な沸騰塩素系洗浄剤中で洗浄を行っても、
皮膜の溶解、剥離、変色、くっつき等が生じることのない、洗浄工程での皮膜の耐久性に
優れたプレコートアルミニウム板の提供が可能となる。これにより、選択できる製造工程
が広がるため、プレコートアルミニウム板の応用分野が広がる。また、皮膜の基本的な耐
薬品性が向上しているため、プレス成形後の洗浄工程での皮膜の耐久性向上のみならず、
実使用環境下での耐溶剤性や耐薬品性が向上する。
　本発明の請求項２に係る発明によれば、プレコート皮膜の表面粗さＲａが制御しやすく
なり、安定した表面粗さＲａのプレコート皮膜を得ることができる。
　本発明の請求項３に係る発明によれば、プレス成形用金型の負担を軽減させることがで
きるため、プレス成形用金型の寿命を向上させることができる。
【００２２】
　本発明の請求項４、５に係る発明によれば、プレコート皮膜の柔軟性を適度に得ること
ができ、プレコートアルミニウム板の絞り成形性を向上させることができる。そのため、
絞り加工やしごき加工のような変形の大きい成形に追従できるプレコートアルミニウム板
の提供が可能となる。これにより、産業用電子機器や民生用電子機器、自動車電装品の筐
体に好適な、密閉性に優れた筐体を提供することが可能となる。また、フィルムラミネー
トアルミニウム板と比較して、耐熱変色性や耐加水分解性等に優れた成形品を提供するこ
とが可能となる。
　本発明の請求項６に係る発明によれば、アルミニウム板のもつ美しい光沢外観の成形品
を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、適宜図面を参照して、本発明に係るプレコートアルミニウム板の最良の形態につ
いて具体的に説明する。
　参照する図面において、図１は、本発明に係るプレコートアルミニウム板の構成を模式
的に示す部分断面図である。
【００２４】
≪プレコートアルミニウム板≫
　図１に示すように、プレコートアルミニウム板１は、アルミニウム板２の表面に、分子
間架橋されたベース樹脂４と、微粒子５と、を含むプレコート皮膜３が形成されたもので
ある。ここで、アルミニウム板２の表面とは、アルミニウム板２の少なくとも一方の面を
意味する。以下、各構成について説明する。
【００２５】
＜アルミニウム板＞
　本発明でいうアルミニウム板２は、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなるもの
であり、本発明で用いられるアルミニウム板（アルミニウム板またはアルミニウム合金板
）２としては、特に制限されるものではなく、製品形状や成形方法、使用時に求められる
強度等に基づいて選択することができる。一般的には、非熱処理型のアルミニウム板、す
なわち、１０００系の工業用純アルミニウム板、３０００系のＡｌ－Ｍｎ系合金板、５０
００系のＡｌ－Ｍｇ系合金板が好適に使用することができる。特に、しごき加工を伴う深
い容器形状の筐体を製作する場合には、ＪＩＳ Ｈ４０００に規定されるＡ１０５０、Ａ
１１００、Ａ３００３、Ａ３００４等のアルミニウム板が推奨される。また、比較的浅い
容器形状の筐体を作成する場合には、ＪＩＳ　Ｈ４０００に規定される、Ａ５０５２やＡ
５１８２等のアルミニウム板が推奨される。調質、板厚についても、目的に応じて種々の
ものを選定して使用することができる。また、後記するように、アルミニウム板２に、反
応型下地処理、塗布型下地処理、陽極酸化処理、電解エッチング処理、脱脂処理等を施し
てもよい。
【００２６】
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＜プレコート皮膜＞
　プレコート皮膜３（皮膜３）は、ベース樹脂４と、このベース樹脂４中に分散された微
粒子５を含むものであり、アルミニウム板２の表面に形成される。このプレコート皮膜３
は、ゲル分率が５０％以上、かつ、表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、０．２５μｍ
以上である。
【００２７】
［ベース樹脂］
　ベース樹脂４は、プレコート皮膜３の主成分となるものであり、従来公知のプレコート
アルミニウム板やプレコート鋼板に使用される分子間架橋型の樹脂を使用し、後記するよ
うに、ゲル分率が５０％以上となるように分子間架橋反応させる。
【００２８】
　熱硬化反応による分子間架橋を行わないものとして、熱可塑性樹脂をベース樹脂とする
フィルムラミネート材もあるが、前記従来技術で説明したとおり、熱可塑性樹脂をベース
樹脂にするものは、様々な点で実用上の問題が生じる。しかし、熱硬化反応等による分子
間架橋を行う樹脂をベース樹脂４に選定すると、この樹脂は、もともと分子間架橋するた
めの官能基を有しているため、アルミニウム板２との密着性に優れる。また、架橋される
ことで、耐薬品性や耐熱性が高くなると共に、耐加水分解性についても向上させることが
可能となる。
【００２９】
　ベース樹脂４に使用する分子間架橋型の樹脂は、プレス後の使用環境や用途に応じて選
定することができる。例えば、皮膜３の硬さや耐熱性が求められる用途であれば、ベース
樹脂４にエポキシ系樹脂を使用するのが望ましく、耐候性や防汚性等が必要とされる用途
の場合は、ベース樹脂４にフッ素系樹脂を使用するのが望ましい。さらに、製品形状が厳
しく、複雑形状に成形して使用する場合には、比較的柔軟な皮膜３となるポリエステル系
樹脂をベース樹脂４に使用するのが望ましい。
【００３０】
　ここで、製品形状を考えた場合、前記したように、曲げ加工にて箱型形状に成形するよ
うな場合では、速乾性プレス油を使用した連続成形技術も確立しているため、十分な洗浄
状態が必要となる用途で無ければ、プレス成形後の洗浄工程は必ずしも必要ではない。言
い換えると、洗浄が必要となるような高粘度の防錆油やエマルジョン型のワックスを使用
して成形する製品形状は、深絞り形状等、複雑形状となる場合の方が多いといえる。した
がって、プレコートアルミニウム板１における洗浄工程での皮膜３の耐久性の付与は、高
い成形性を得ることができるポリエステル系樹脂と組み合わせるのが、より望ましい形態
と考えられる。
【００３１】
　ポリエステル樹脂としては、多価アルコールと多塩基酸を縮合重合させることによって
得られた飽和ポリエステル樹脂を用いるのが望ましい。このうち、多価アルコールとして
は、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１
，３－ブチレングリコール、１，６－ヘキサンジオール、ジエチレングリコール等の二価
アルコールや、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン等の三価ア
ルコール、さらには、四価以上のアルコール類等を用いることができる。また、多塩基酸
としては、例えば、無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、アジピン酸、セバシン
酸等の二塩基酸や、無水トリメリット酸等の三塩基酸、さらには、四価以上の多塩基酸等
を用いることができる。これらの多価アルコールおよび多塩基酸は、一種類もしくは二種
類以上同時に使用して縮合重合させてもよい。また、これらの成分を組み合わせることに
より、ポリエステル樹脂のガラス転移温度が変化する。
【００３２】
　ガラス転移温度は樹脂の転移温度の一つであり、一般に、ガラス転移温度以上の温度で
の樹脂は柔らかいゴム状、ガラス転移温度以下の温度での樹脂は硬いガラス状とされる。
従って、深絞り加工やしごき加工のような変形の大きい加工に皮膜３が追従するためには
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、理論上はガラス転移温度を加工温度以下にすることが必要となる。しかし実際には、高
分子物質は、分子量に幅があり、分子内に枝分かれ構造が生じる等、一次構造は均一では
なく、分子同士の配列等、高次構造もミクロに見ると均一とはいえない。したがって、ガ
ラス転移温度はあくまで代表値であり、ある程度幅をもった温度範囲で徐々に転移が生じ
る。また、ポリエステル樹脂は、ガラス転移温度以下のガラス状であっても、一部の状態
（架橋反応をさせない熱可塑性樹脂の状態で結晶化を促進させた状態）を除き、比較的高
い伸びがあるため、ある程度の範囲であれば、高いガラス転移温度を有する樹脂をベース
樹脂４としても、成形は可能である。逆に、ガラス転移温度が低すぎる樹脂をベース樹脂
４にした場合には、皮膜３が柔らかくなりすぎて、疵が入りやすくなる。
【００３３】
　本発明において、ベース樹脂４にポリエステル樹脂を使用する場合、そのガラス転移温
度は、２５～６５℃の範囲であることが望ましい。ガラス転移温度が２５℃未満では、皮
膜３が柔らかくなりすぎて疵が入りやすく、一方、６５℃を超えると、プレコートアルミ
ニウム板１の加工性が低下し、成形可能な形状が限定されてしまう。なお、ガラス転移温
度は、３５～６０℃であることがより望ましい。ガラス転移温度を３５℃以上とすること
で、皮膜３の柔軟性をより適度にしやすくなり、ガラス転移温度を６０℃以下とすること
で、プレコートアルミニウム板１の加工性を向上させやすくなる。なお、ここでいうガラ
ス転移温度とは、ＤＳＣ法によって測定されたものをいう。
【００３４】
　また、前記のポリエステル樹脂だけでは、架橋反応は起きない。本発明で要求される架
橋反応を起こすためには、ポリエステル樹脂が有する水酸基やカルボキシル基と反応する
硬化剤を添加するか、ポリエステル樹脂自体に、硬化剤と同様の働きをする成分が生成す
るように、化学反応を利用してポリエステル樹脂を改質することが必要である。これらの
水酸基やカルボキシル基と反応する官能基としては、イソシアネート基、アミノ基、水酸
基、カルボキシル基等があり、これらの官能基を３個以上有する物質を硬化剤として添加
することで、容易に架橋反応を促進することが可能である。このような硬化剤としては、
ポリイソシアネート化合物や、メラミン化合物、エポキシ化合物、アミノ化合物、フェノ
ール化合物、ウレア化合物等が挙げられる。なお、本発明でポリエステル系樹脂をベース
樹脂４に使用する場合、その硬化剤は、メラミン系硬化剤またはイソシアネート系硬化剤
であることが望ましい。これらの硬化剤は、塗料化が容易、常温での保存性と焼付け温度
での即反応性を兼ね備える、焼付けにより変色が起こりにくい等の利点がある。
【００３５】
［微粒子］
　微粒子５は、プレコート皮膜３の表面粗さＲａを所定に制御するためのものであり、プ
レコート皮膜３のベース樹脂４中に含有させる。
　プレコート皮膜３中に微粒子５を含有させること無く、表面粗さを制御する方法として
は、プレコート皮膜を形成した後に、ブラスト処理等で物理的に表面を粗面化する方法や
、凹凸のあるロールを皮膜の表面に押し当てて、ロールの持つ粗さを転写させる方法等が
考えられる。しかしながら、これらの方法で表面粗さＲａを調整したプレコート皮膜は、
洗浄溶剤中に、皮膜表面の凹凸が滑らかとなり、プレコート皮膜における所定の表面粗さ
を維持することができないという問題がある。その結果、皮膜表面が平滑となり、沸騰塩
素系洗浄剤中に、皮膜の表面同士がくっつきやすくなる。しかし、ベース樹脂４中に微粒
子５を含有させたプレコート皮膜３では、溶剤洗浄前後で、皮膜表面の凹凸形状は変化し
ないため、沸騰塩素系洗浄剤を用いた洗浄工程においても、皮膜３同士のくっつきを防ぐ
ことができる。
【００３６】
　微粒子５の種類、形態、大きさ、添加量等は、特に制限されるものではなく、ベース樹
脂４に微粒子５を含有させることで、プレコート皮膜３の表面粗さＲａを所定の範囲に制
御できればよい。これにより、沸騰塩素系洗浄剤中での皮膜３同士のくっつきを防ぐこと
ができる。ただし、微粒子５の種類としては、無機微粒子、または、架橋された有機微粒
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子であることが望ましい。これ以外の微粒子５としては、架橋されていない熱可塑性の微
粒子があるが、熱可塑性微粒子を使用した場合には、ベース樹脂４を架橋反応させる際の
熱によって、微粒子５が溶融し、微粒子５の形態が安定せず、プレコート皮膜３の表面粗
さＲａを制御することが難しくなるという問題が生じやすい。無機微粒子や架橋された有
機微粒子であれば、プレコート皮膜３のベース樹脂４を架橋反応させる際の熱によって、
微粒子５が溶融しないため、安定した（均一な）表面粗さＲａのプレコート皮膜３を得る
ことができる。
【００３７】
　なお、微粒子５として、無機系の微粒子を使用した場合、プレコート皮膜３の凸部は硬
くなる。そのため、プレス成形用金型の寿命を向上させるため、架橋された有機微粒子で
あることがより望ましい。さらに、微粒子５の形態が球状であるほうが、ミクロに見た場
合のプレコート皮膜３の凸部の形態が滑らかとなるため、金型寿命への影響が少ないとい
える。よって、微粒子５は、架橋された球状の有機微粒子であることがさらに望ましい。
【００３８】
　このような架橋された球状の有機微粒子としては、例えば、架橋ウレタン微粒子、架橋
アクリル系微粒子、シリコーン微粒子、架橋ポリスチレン微粒子等を好適に使用すること
ができる。架橋ウレタン微粒子の例として、大日精化社製のダイミックビーズ（登録商標
）（大日精化）、アートパール（登録商標）（根上工業）等が好適に使用することができ
、架橋アクリル微粒子の例として、東洋紡製のタフチック（登録商標）ＡＲ（東洋紡）、
リオスフィア（登録商標）（東洋インキ製造）、アートパール（登録商標）（根上工業）
、テクポリマー（登録商標）（積水化成品工業）等が好適に使用することができ、シリコ
ーン微粒子の例として、シリコーンパウダー（信越化学）、トレフィル（登録商標）（東
レ・ダウコーニング）等が好適に使用することができる。なお、球状ではない有機微粒子
としては、例えば、シリコーンゴムパウダー（Ｘ－５２－８７５（信越シリコーン））、
ＰＴＦＥ粉末（ＫＴ-３００Ｍ（喜多村））、セルロースパウダー（ＫＣフロック（登録
商標）（日本製紙ケミカル））、扁平ポリエチレン粒子（住友精化）等が挙げられる。ま
た、無機微粒子としては、例えば、ニッケル粉やタルク粉等が挙げられ、架橋されていな
い有機微粒子としては、例えば、熱可塑ウレタンビーズやポリスチレンラテックス等が挙
げられる。
【００３９】
　微粒子５の配合比率についても、特に制限は無いが、プレコート皮膜３に占める比率が
１質量％未満では、表面粗さＲａを０．２５μｍ以上とするのが難しくなりやすく、沸騰
塩素系洗浄剤中ではプレコート皮膜３の表面同士がくっつきやすくなる。一方、５０質量
％を超えると、微粒子５をベース樹脂４に固定しておくのが難しくなりやすい。よって、
配合比率は、１～５０質量％であることが望ましい。なお、３～３０質量％であることが
より望ましく、また、皮膜３の外観が艶消し状態になるのを抑制し、素材であるアルミニ
ウム板２の持つ美しい光沢外観を妨げないことを考慮すると、３～１０質量％であること
が望ましい。
【００４０】
　微粒子５の粒子径についても特に制限は無いが、一般的なロールコータで塗装できる皮
膜厚さが、おおよそ１～２０μｍ程度であることを考えると、平均粒子径で１μｍ未満で
は、プレコート皮膜３の狙い皮膜厚さが１μｍと比較的薄い膜厚の場合でも、表面粗さＲ
ａを０．２５μｍ以上とするのが難しくなりやすい。一方、平均粒子径で５０μｍを超え
ると、狙い皮膜厚さが２０μｍと比較的厚い膜厚の場合であっても、微粒子５をベース樹
脂４に固定しておくのが難しくなりやすい。よって、平均粒子径は、１～５０μｍである
ことが望ましい。なお、皮膜３の外観が艶消し状態になるのを抑制し、素材であるアルミ
ニウム板２の持つ美しい光沢外観を妨げないことを考慮すると、平均粒子径は、１～３０
μｍであることが望ましく、２～１０μｍであることがさらに望ましい。なお、ここでい
う平均粒径とは、微粒子５を水に分散させた状態で、レーザー回折式粒度分布測定器等で
測定した積算体積５０％粒子径である。
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【００４１】
［プレコート皮膜のゲル分率：５０％以上］
　本発明では、プレコート皮膜３のゲル分率を５０％以上とする。ここで、プレコート皮
膜３は、ベース樹脂４のほかに微粒子５を必須成分として含むため、厳密な意味でのベー
ス樹脂４のみのゲル分率を測定することは難しい。したがって、本発明では、プレコート
皮膜３のゲル分率にて代用し、このゲル分率で規定することとする。
　プレコート皮膜３のゲル分率を５０％以上とすれば、皮膜３の架橋密度が高く、プレコ
ート皮膜３中に添加した微粒子５が洗浄工程で脱落するのを防止することができる。また
、耐薬品性、耐熱性、加水分解性に優れた皮膜３を得ることができ、その結果、沸騰塩素
系洗浄剤中での皮膜３の溶解、剥離、変色、くっつき等を防ぐことができる。なお、これ
らの効果を向上させるため、ゲル分率は、６５％以上であることが望ましい。さらに、ゲ
ル分率が７５％以上となれば、耐薬品性、耐熱性、加水分解性、洗浄工程での皮膜の耐久
性等がさらに高まるため、より望ましい。なお、ゲル分率は、大きければ大きいほど望ま
しいと考えられるため、ゲル分率の上限値は、特に規定する必要はない。また、ゲル分率
を５０％以上とするため、塗膜を焼き付ける際の焼付け温度は、１５０～２８５℃程度と
するのが望ましい。
【００４２】
　ゲル分率の測定方法は、ＪＩＳ　Ｋ６７９６に準拠した方法で行うことができる（ただ
し、抽出溶剤はキシレンではなく、２－ブタノンを使用する）。すなわち、沸騰させた２
－ブタノン（ＭＥＫ）中にプレコートアルミニウム板１の供試材を６０分間浸漬し、浸漬
前後におけるプレコートアルミニウム板１の質量変化を測定する。その後、プレコート皮
膜３のみを完全溶解させたアルミニウム板２の質量を測定することで、プレコート皮膜３
だけの質量変化を計算し、ＭＥＫへ溶出しなかった成分は架橋反応しているとの仮定のも
とで、その比率をゲル分率として算出する。
【００４３】
［プレコート皮膜の表面粗さ］
　プレコート皮膜３の表面は、表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で０．２５μｍ以上と
なるように形成される必要がある。本発明のプレコートアルミニウム板１の特徴は、沸騰
塩素系洗浄剤を用いた洗浄工程においても、プレコート皮膜３の溶解、剥離、変色、くっ
つき等が生じないことにあるが、このうち、プレコート皮膜３同士のくっつきについては
、向かい合った皮膜３同士の表面粗さが大きく影響する。すなわち、表面粗さＲａが０．
２５μｍ未満では、皮膜３の表面が平滑となるため、皮膜３同士を向かい合わせて沸騰塩
素系洗浄剤にて洗浄した場合に、皮膜３間に軽微ながらタック感が生じ始める。さらに、
表面粗さＲａが０．１５μｍ未満では、プレコート皮膜３の表面がさらに平滑となるため
、皮膜３同士を向かい合わせて沸騰塩素系洗浄剤にて洗浄した場合に、皮膜３同士が強固
にくっついてしまう。このように、洗浄工程における皮膜３同士のくっつきは、プレコー
ト皮膜３の表面の平滑性が大きく関与しており、表面粗さＲａが大きくなればなるほど、
ミクロに見た場合の皮膜表面同士の接触面積が小さくなるため、皮膜３同士のくっつきが
抑制される。
【００４４】
　皮膜３同士のくっつきを抑制するという観点では、表面粗さＲａは大きければ大きいほ
ど望ましいと考えられるため、表面粗さＲａの上限値は、特に規定する必要はない。しか
し、表面粗さＲａが大きくなると、皮膜３の表面では、可視光が乱反射されやすくなり、
皮膜３の表面状態は、艶消し状態の外観となる。皮膜３の外観が艶消し状態になるのを抑
制し、素材であるアルミニウム板２の持つ美しい光沢外観を妨げないことを考慮するには
、プレコート皮膜３の表面粗さＲａは、０．５５μｍ以下であることが望ましい。なお、
表面粗さＲａは、微粒子５の粒子径や配合比率、皮膜厚等を適宜調整することにより、制
御することができる。また、プレコート皮膜３の表面粗さの測定は、例えば、表面粗さ測
定器（小坂研究所社製サーフコーダＳＥ－３０Ｄ）を使用し、探針を各アルミニウム板２
の圧延方向に直交する方向に走査して、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に記載の算術平均粗さ（Ｒａ
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）を測定することにより行うことができる。
【００４５】
［その他］
　プレコート皮膜３には、本発明の範囲から外れない範囲で、着色剤や、様々な機能を付
与する添加剤を含有させることができる。
　例えば、成形性を更に向上させるため、例えば、ポリエチレンワックス、カルナウバワ
ックス、マイクロクリスタリンワックス、ラノリン、テフロン（登録商標）ワックス、シ
リコーン系ワックス、グラファイト系潤滑剤、モリブデン系潤滑剤等の潤滑剤を、１種ま
たは２種以上添加することができる。また、電子機器等で要求されるアース確保を目的と
した導電性を付与するため、導電性微粒子として、例えば、ニッケル微粒子をはじめとす
る金属微粒子、金属酸化物微粒子、導電性カーボン、グラファイト等を、１種または２種
以上添加することができる。さらに、放熱性を高めたい場合には、例えば、カーボン、グ
ラファイト、酸化チタン等の金属酸化物、セラミック粉等の放熱性添加剤を、１種または
２種以上添加することができる。そして、防汚性が要求される場合には、フッ素系化合物
やシリコーン系化合物を添加してもよい。
　また、後記するように、プレコート皮膜３の厚さは、作業性および生産性の観点から、
１～２０μｍであることが望ましい。
【００４６】
　以上、本発明の最良の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定され
るものではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲で変更することができる。
　例えば、アルミニウム板２の表面に、下地処理により、下地処理皮膜（図示省略）を設
けてもよい。
【００４７】
＜下地処理＞
　アルミニウム板２の表面は、プレコート皮膜３との密着性を高めるため、下地処理を施
すことが望ましい。望ましい下地処理としては、Ｃｒ、ＺｒまたはＴｉを含有する従来公
知の反応型下地処理皮膜および塗布型下地処理皮膜を利用することができる。即ち、リン
酸クロメート皮膜、クロム酸クロメート皮膜、リン酸ジルコニウム皮膜、酸化ジルコニウ
ム皮膜、リン酸チタン皮膜、塗布型クロメート皮膜、塗布型ジルコニウム皮膜等を適宜使
用することができる。これらの皮膜に有機成分を組み合わせた有機無機ハイブリッド型の
下地処理皮膜でもよい。なお、近年、環境対応の流れから六価クロムを嫌う傾向があり、
六価クロムを含まないリン酸クロメート皮膜や、リン酸ジルコニウム皮膜、酸化ジルコニ
ウム皮膜、リン酸チタン皮膜、塗布型ジルコニウム皮膜等を使用するのが望ましい。
【００４８】
　なお、本発明では下地処理皮膜の膜厚として、下地処理皮膜成分中に含まれるＣｒ、Ｚ
ｒまたはＴｉのアルミニウム板２への付着量（金属Ｃｒ、金属Ｚｒまたは金属Ｔｉ換算値
）を、例えば、従来公知の蛍光Ｘ線法を用いて、比較的、簡便かつ定量的に測定すること
ができるため、生産性を阻害することなくプレコートアルミニウム板１の品質管理を行う
ことできる。なお、下地処理皮膜の付着量としては、金属Ｃｒ、金属Ｚｒまたは金属Ｔｉ
換算値で１０～５０ｍｇ／ｍ２であることが望ましい。付着量が１０ｍｇ／ｍ２未満では
、アルミニウム板２の全面を均一に被覆することができず、耐食性が低下する。また、５
０ｍｇ／ｍ２を超えると、プレコートアルミニウム板１を成形した際に、下地処理の皮膜
自体に割れが生じやすくなる。
【００４９】
　また、生産性を考慮しない場合には、アルミニウム板２の表面に陽極酸化処理や電解エ
ッチング処理等の従来公知の処理を行うこともできる。これらの処理を行うと、アルミニ
ウム板２の表面に微細な凹凸が形成されるため、プレコート皮膜３の密着性が大きく向上
する。
【００５０】
　さらに、耐食性をそれほど求めず簡易な方法で済ませたい場合には、アルミニウム板２
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の表面を脱脂処理のみする手法でもかまわない。脱脂の手法としては、有機系薬剤による
脱脂、界面活性剤系薬剤による脱脂、アルカリ系薬剤での脱脂、酸系薬剤による脱脂等、
従来公知の方法を用いることができる。ただし、有機系薬剤や界面活性剤系薬剤の場合に
は、脱脂能力がやや劣るため、アルカリ系薬剤や酸系薬剤による脱脂の方が生産性はよく
なる。アルカリ系薬剤の脱脂能力は、使用するアルカリの主成分、濃度、処理温度によっ
てコントロールできるが、脱脂能力を強くした場合には、多くのスマットが発生するため
、その後の水洗を十分に行わないと、かえってプレコート皮膜３の密着性が低下する場合
もある。また、アルミニウム板２に、添加元素としてマグネシウムを多く含む品種を使用
する場合には、アルカリ系薬剤では、マグネシウムが表面に残ってプレコート皮膜３の密
着性が低下する場合がある。そのため、この場合には、酸系薬剤を使用または併用するこ
とが望ましい。
【００５１】
≪プレコートアルミニウム板の製造方法≫
　次に、プレコートアルミニウム板１の製造方法の一例について、適宜、図１を参照して
説明する。
　プレコートアルミニウム板１の製造方法については、特に制限されるものではなく、ベ
ース樹脂４の元となる樹脂、硬化剤および微粒子５を含む塗料を、従来公知の方法にてア
ルミニウム板２の上に塗布した後、加熱により架橋反応させることによって得ることがで
きる。なお、皮膜３中のゲル分率を５０％以上とするため、塗料を焼き付ける際の焼付温
度を、１５０～２８５℃程度とするのが望ましい。
【００５２】
　ここで塗料の塗布は、はけ、ロールコータ、カーテンフローコータ、ローラーカーテン
コータ、静電塗装機、ブレードコータ、ダイコータ等、いずれの手段で行ってもよいが、
特に、塗布量が均一となると共に、作業が簡便なロールコータを使用するのが望ましい。
ロールコータで塗布する場合、プレコート皮膜３の膜厚の制御は、アルミニウム板２の搬
送速度、ロールの回転方向と回転速度、ロール間の押し付け圧（ニップ圧）等を適宜調整
することによって行うが、通常の場合、１回の塗布作業によって塗布できる皮膜３の厚さ
は、１～２０μｍとなるのが一般的である。したがって、プレコート皮膜３の厚さは、作
業性および生産性を考慮すると１～２０μｍであることが望ましい。
【実施例】
【００５３】
　次に、本発明のプレコートアルミニウム板について、本発明の要件を満たす実施例と、
本発明の要件を満たさない比較例と、を対比させて具体的に説明する。
【００５４】
　［第１実施例］
　第１実施例では、本発明におけるプレコートアルミニウム板について、本発明の必須の
目的である洗浄工程での皮膜の耐久性について調べた。
【００５５】
　本発明に係るプレコートアルミニウム板の検討にあたり、素材として使用したアルミニ
ウム板は、合金番号Ａ１１００－Ｈ２４の板厚０．３ｍｍ材を使用した。これを弱アルカ
リ脱脂剤にてアルカリ脱脂した後、下地処理としてリン酸クロメート処理を施した。リン
酸クロメート処理の条件はクロム付着量で２０ｍｇ／ｍ２とした。また、使用したアルミ
ニウム板の機械的性質は、引張強さ１３０ＭＰａ、耐力１２０ＭＰａ、伸び８％であった
。次に、リン酸クロメート処理を施したアルミニウム板の片面に、表１、２に示す各種樹
脂系の塗料に表１に示す微粒子を含有させた塗料を、乾燥皮膜厚さが６μｍとなるように
バーコーターで塗布した後、焼付温度が１５０～２８５℃の範囲となるように塗料を焼き
付けることによってプレコート皮膜を形成し、供試材とした。なお、微粒子を配合してい
ないＮｏ．２０は、バーコーター塗装、焼付けが済んだ後、塗装表面に表面粗さＲａが約
０．５μｍのステンレス製定盤を重ねて、４０℃で加温したホットプレスで１０分間軽く
はさむことにより、定盤の表面粗さを転写させた。
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　ここで、表１、２に示す塗料のベース樹脂は、ポリエステルメラミンは、ポリエステル
系樹脂にメラミン系硬化剤を配合したもの、ポリエステルイソシアネートは、ポリエステ
ル系樹脂にイソシアネート系硬化剤を配合したもの、エポキシウレアは、エポキシ系樹脂
にウレア系硬化剤を配合したもの、エポキシフェノールは、エポキシ系樹脂にフェノール
系硬化剤を配合したもの、エポキシアクリルは、分子内架橋型アクリル変性エポキシ樹脂
を使用したものである。また、表１、２に示すガラス転移温度は、前記の各樹脂における
ガラス転移温度である。
【００５７】
　また、表１、２に示す微粒子については、架橋アクリルビーズと架橋ウレタンビーズは
架橋された有機微粒子、ニッケル粉とタルク粉は無機微粒子、熱可塑ウレタンビーズとポ
リスチレンラテックスは架橋されていない有機微粒子である。なお、配合比率は、ベース
樹脂と微粒子を含めた乾燥プレコート皮膜の質量に占める微粒子の質量％とした。
【００５８】
　以上のようにして製作した供試材について、プレコート皮膜のゲル分率および表面粗さ
Ｒａを測定した。
【００５９】
（ゲル分率の測定）
　供試材を１０ｃｍ×１０ｃｍに切り出した試験材を使用し、皮膜のゲル分率を測定した
。試験材は８０℃にて６０分間乾燥させた後、初期質量（ａ）を測定し、次に沸騰させた
ＭＥＫ中に供試材を６０分間浸漬して未架橋成分を溶出させた後、１５０℃にて６０分間
乾燥させて皮膜中の残存ＭＥＫを乾燥し、抽出後質量（ｂ）を測定した。最後に発煙硝酸
中にて皮膜を完全に溶解し、アルミニウム板だけの質量（ｃ）を測定した。ここで、（ａ
）－（ｃ）がもともとのプレコート皮膜のみの質量であり、（ｂ）－（ｃ）が架橋してい
る皮膜質量とみなせるため、次式で表せるゲル分率が、皮膜の架橋度を表すこととなる。
（ゲル分率）＝（（ｂ）－（ｃ）／（ａ）－（ｃ））×１００　　（単位％）
【００６０】
　（表面粗さＲａの測定）
　プレコート皮膜の表面粗さの測定は、表面粗さ測定器（小坂研究所社製サーフコーダＳ
Ｅ－３０Ｄ）を使用し、探針を各アルミニウム板の圧延方向に直交する方向に走査して、
ＪＩＳ　Ｂ０６０１に記載の算術平均粗さ（Ｒａ）を測定した。
【００６１】
　次に、前記供試材について、本発明の必須の目的である洗浄工程での皮膜の耐久性（以
下、適宜、洗浄工程耐久性という）について調べた。
【００６２】
（洗浄工程耐久性）
　塩素系洗浄剤としてトリクレンを使用し、これを沸騰させた。供試材の塗装面同士が向
かい合うようにしてクリップで挟み、沸騰トリクレン中に１０分間浸漬した後、取り出し
て外観を確認した。皮膜の溶解、皮膜の剥離、皮膜の変色、皮膜同士のくっつき等の表面
異常がないものを、洗浄工程耐久性が良好（○）、表面異常があるものを、不良（×）と
判断した。
　これらの結果を表１に示す。なお、表１において、本発明の構成を満たさないものにつ
いては、下線を引いて示し、微粒子を含有しないものについては、「－」で示す。
【００６３】
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【表１】

【００６４】
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　表１に示すように、Ｎｏ．１～１６については、本発明の構成を満たすため、いずれも
皮膜の溶解、皮膜の剥離、皮膜の変色、皮膜同士のくっつき等の表面異常が発生せず、洗
浄工程耐久性が良好であった。
　一方、Ｎｏ．１７は、微粒子を含まず、表面粗さも本発明の範囲を満たさないため、皮
膜同士のくっつき（表中、くっつきと記載）が生じ、洗浄工程耐久性が不良であった。Ｎ
ｏ．１８は、表面粗さが本発明の範囲を満たさないため、皮膜同士のくっつきが生じ、洗
浄工程耐久性が不良であった。Ｎｏ．１９は、皮膜のゲル分率が本発明の範囲を満たさな
いため、皮膜同士がくっつくと共に、皮膜の色調が白く変色（表中、白化と記載）した。
Ｎｏ．２０は、表面粗さが、沸騰トリクレン中への浸漬前では本発明の範囲を満たすもの
の、微粒子を含まないため、沸騰トリクレン中への浸漬中に皮膜表面の凹凸が滑らかにな
り、皮膜同士のくっつきが生じた。
【００６５】
　このように、本発明の構成を満たせば、洗浄工程での皮膜の耐久性に優れたプレコート
アルミニウム板となることがわかる。
【００６６】
［第２実施例］
　第２実施例では、本発明におけるプレコートアルミニウム板について、さらに望ましい
形態について調べるため、絞り成形性、外観性状について調べた。なお、これらの特性は
、本発明としてはあくまで望ましい特性に過ぎないため、これらの特性を満たさない場合
でも、第１実施例の洗浄工程耐久性を満たしているものは、本発明の最低限の目的は達す
るものである。
　供試材の作製方法、プレコート皮膜のゲル分率、および、表面粗さＲａの測定等につい
ては、前記第１実施形態と同様であるため、ここでは、説明を省略する。
【００６７】
　（絞り成形性）
　図２は、供試材を絞り加工、および、しごき加工することで、有底円筒容器を作製する
工程を示す模式図である。図２に示す工程により、供試材の絞り成形性を調べた。まず円
筒ブランク打ち抜きの後、絞り加工を行った。次に、再絞り加工にて、１２ｍｍφ×１５
ｍｍＬの円筒絞り成形品（中間成形品）を得た。この時点で得られた中間成形品での皮膜
状態を評価した結果を、表２中の浅絞り成形性とした。次に、中間成形品に、円筒側壁部
の板厚減少率が２０％となるようにしごきを加え、トリミングをして最終１０ｍｍφ×２
０ｍｍＬの円筒容器形状に加工し、最終成形品を得た。この時点で得られた最終成形品で
の皮膜状態を評価した結果を、表２中の深絞り成形性とした。なお、プレス油には脂肪酸
エステルと界面活性剤を主成分とする水系エマルジョンワックスを使用した。また、加工
は室温（３５℃）のみにて行った。
【００６８】
　皮膜状態の評価は、浅絞り成形性については、アルミニウム板からプレコート皮膜が剥
がれなかった場合を、浅絞り成形性が良好（○）、剥がれた場合を、浅絞り成形性が不良
（×）と判断し、深絞り成形性にいては、アルミニウム板からプレコート皮膜が剥がれな
かった場合を、深絞り成形性が良好（○）、剥がれた場合を、深絞り成形性が不良（×）
と判断した。そして、浅絞り成形性、深絞り成形性のいずれも、アルミニウム板からプレ
コート皮膜が剥がれなかった場合を、絞り成形性が良好と判断した。また、浅絞り成形性
が良好であるものの、深絞り成形性で不良であったものについては、絞り成形性がやや劣
るものと判断した。
【００６９】
（外観性状）
　バーコーター塗装、焼付けが済んだプレコート皮膜の外観を目視で観察した。艶消し状
態、ムラ、黄変色等が生じなかったものを、外観性状が良好（○）と判断した。また、こ
れらのいずれかが生じたものを、外観性状がやや劣るものと判断し、表２中、艶消し性（
艶消しが強いか否か）が強かったものを、艶消×、艶消し性がやや強かったものを、艶消
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△、ムラが生じたものを、ムラ×、やや黄色く変色したものを、黄変色△と記載した。な
お、ここでの外観性状とは、素材であるアルミニウム板の持つ美しい光沢外観に基づくも
のであり、洗浄工程耐久性での皮膜の変色等とは異なる基準である。
　これらの結果を表２に示す。なお、表２において、本発明の好ましい構成を満たさない
ものについては、下線を引いて示し、微粒子を含有しないものについては、「－」で示す
。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
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（絞り成形性）
　表２に示すように、Ｎｏ．１～７、９～１３、は、ベース樹脂として、より望ましいも
のを使用しているため、絞り成形性が良好であった。一方、Ｎｏ．８は、ポリエステル系
樹脂のガラス転移温度が高すぎるため、浅絞り成形性は良好であったものの、深絞り成形
性が不良であり、絞り成形性にやや劣った。Ｎｏ．１４、Ｎｏ．１５は、エポキシ系樹脂
を使用したため、浅絞り成形性は良好であったものの、深絞り成形性が不良であり、絞り
成形性にやや劣った。Ｎｏ．１６は、分子内架橋型アクリル変性エポキシ樹脂を使用した
ため、浅絞り成形性は良好であったものの、深絞り成形性が不良であり、絞り成形性にや
や劣った。
【００７２】
（外観性状）
　表２に示すように、Ｎｏ．１、３、４、６～９、１２、１４、１６は、皮膜の表面粗さ
が望ましい範囲であり、また、微粒子として、より望ましいものを使用しているため、外
観性状が良好であった。一方、Ｎｏ．２、Ｎｏ．５、Ｎｏ．１０、Ｎｏ．１１、Ｎｏ．１
３は、皮膜の表面粗さが望ましい範囲ではないため、艶消し性の強い、あるいは、やや強
い外観となった。また、Ｎｏ．１１は、微粒子として架橋していない有機微粒子を使用し
たため、場所によって表面粗さにばらつきがあり、全体としてムラのある外観となった。
なお、Ｎｏ．１５は、エポキシフェノールを使用したものであるが、エポキシフェノール
を使用すると、皮膜に黄変色が起こりやすいため、Ｎｏ．１５では、皮膜の外観が黄色く
変色した。
【００７３】
　このように、本発明の構成を満たす範囲において、さらに望ましい構成とすることで、
洗浄工程での皮膜の耐久性に優れる他、成形性、外観性状にも優れたプレコートアルミニ
ウム板となることがわかる。
【００７４】
　なお、今回明確なデータは得られていないが、微粒子に無機微粒子を使用すると、プレ
コート皮膜の凸部は硬くなるため、プレス成形用金型の寿命を低下させることは十分に予
想される。同様に粒子の形態としても球状であるほうが、ミクロに見た場合のプレコート
皮膜の凸部の形態が滑らかとなるため、金型寿命への影響が少ないと考えることに不合理
性は無い。
【００７５】
　以上の結果から、プレコートアルミニウム板において、アルミニウム板の表面に形成さ
れたプレコート皮膜が、分子間架橋されたベース樹脂と、微粒子と、を含み、かつ、プレ
コート皮膜のゲル分率を５０％以上、表面粗さＲａを０．２５μｍ以上とすることで、本
発明の目的である、熱硬化性樹脂を使用すると共に、沸騰塩素系洗浄剤における洗浄工程
での皮膜の耐久性に優れるプレコートアルミニウム板とすることができることがわかる。
　さらに、ベース樹脂として、より望ましいものを使用することで、前記目的の達成に加
え、フィルムラミネート材と遜色のない高い成形性を備えるプレコートアルミニウム板と
することができることがわかる。また、微粒子として、より望ましいものを使用し、表面
粗さＲａをより望ましい範囲とすることで、前記目的の達成に加え、素材であるアルミニ
ウム板の持つ美しい光沢外観を妨げないプレコートアルミニウム板とすることができるこ
とがわかる。
【００７６】
　以上、本発明に係るプレコートアルミニウム板について最良の実施の形態および実施例
を示して詳細に説明したが、本発明の趣旨は前記した内容に限定されることなく、その権
利範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて解釈しなければならない。なお、本発明の内容
は、前記した記載に基づいて改変・変更等することができることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係るプレコートアルミニウム板の構成を模式的に示す部分断面図である
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【図２】実施例において、供試材を絞り加工、および、しごき加工することで、有底円筒
容器を作製する工程を示す模式図である。
【図３】（ａ）は、曲げ加工による箱型筐体を示す模式図、（ｂ）は、絞り加工による箱
型筐体を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１　　　プレコートアルミニウム板
　２　　　アルミニウム板
　３　　　プレコート皮膜
　４　　　ベース樹脂
　５　　　微粒子

【図１】

【図２】

【図３】
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